
平成２２年産以降の主食用米の需給調整については、米戸別所得補

償モデル事業により生産数量目標に即した米づくりに大きなメリット

を付与することにより、その実効を期すこととなりました。

このため、従来の米の需給調整に関するペナルティ的措置は見直す

こととし、認定農業者制度においても、農業経営改善計画の認定に当

たって、米の需給調整への参加の有無は問わないこととしました。

認定農業者制度に関するお知らせ

経営改善を図ろうとする方経営改善を図ろうとする方

市町村へ申請市町村へ申請

市町村が認定市町村が認定

５年後の目標とその達成のた
めの取組内容を記載

５年後の目標とその達成のた
めの取組内容を記載

農業経営改善計画の作成農業経営改善計画の作成

平成２２年４月

従来、農業経営改善計画の認定に当たっては、
米の需給調整への参加が要件となっていました
が、今年度からは、需給調整参加の有無は問わ
ないことになりました。

認定農業者認定農業者認定農業者

※ 上記②の判断基準の一つとして、
従来、米の需給調整に参加してい
ることが要件となっていましたが、
今後は米の需給調整への参加の有
無は問われません

認 定 基 準認認 定定 基基 準準

①市町村基本構想に適しているか

②農用地の効率的・総合的な利用に
配慮しているか

③達成できる計画か

◆見直しの背景◆



Ａ３ 前頁の認定基準に該当しない場合には、認定を取り消すことができること

とされています。認定基準の②の関連では、今後は、地域で取り組むブロッ

クローテーションに参加せず、地域ぐるみの農地利用に支障が生じているな

ど、農用地の効率的かつ総合的な利用上適切ではないと認められる場合には、

事案によっては取消事由に該当することがあります。

Ｑ３ 今後は、どのような場合に認定の取消しになるのですか

Ｑ２ 米の需給調整に参加しないことで、一度認定を取り消された農
業者も認定を受けることができますか
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Ｑ１ 水田・畑作経営所得安定対策は、米の需給調整に参加していな
い認定農業者でも加入できますか

Ａ１ 水田・畑作経営所得安定対策は、２２年度も実施されますが、このうち米

を含む収入減少影響緩和対策（いわゆる「ナラシ対策」）は、米戸別所得補

償モデル事業の持つ需給調整への参加メリットとしての機能を減殺しないよ

う、米の需給調整に参加することを交付要件としています。

一方、麦・大豆に対する生産条件不利補正対策（いわゆる「ゲタ対策」）

は、米の需給調整への参加の有無は問いません。

Ａ２ 農業者が改めて農業経営改善計画を作成することにより、認定を受けるこ

とができます。

今年度、新たに創設された「米戸別所得補償モ
デル事業」に参加する場合は、認定農業者も含
め主食用米の生産数量目標に即した生産を行う
ことが必要です。


